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   長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、市内の中小企業者のデジタル・トランスフォーメーション（デジ

タル技術を活用した経営の変革をいう。以下「ＤＸ」という。）の推進を図るた 

め、当該中小企業者のＤＸの推進に資するシステムの導入等に要する費用の一部に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長野市補助金等交付規則（昭

和61年長野市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか､ 必要な事

項を定めるものとする｡ 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第 154号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。 

(2) 大企業 中小企業者以外の事業者であって、資本金の額又は出資の総額が10億

円以上の事業者をいう。 

(3) みなし大企業 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有

している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

る中小企業者 

ウ 大企業の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。）又は職員を兼ねている者が、役員の総数の２分の１以上を占めて

いる中小企業者 

（交付対象者） 

第３ 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。 

(1) 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

ア 規則第３条の規定による補助金の交付申請を行う日（以下「交付申請日」と

いう。）において市内に本店を有する法人 

イ 交付申請日において市内に住所及び事業所を有する個人 

(2) 公益財団法人長野県産業振興機構その他の市長が別に定める公的機関等を通じ

て専門人材（市長が適当と認めるものに限る。）から支援を受け、ＤＸの推進の

ための計画を策定していること。 

(3) 令和５年４月１日時点において、設立の登記（会社法（平成17年法律第86号）

第 911条から第 914条までに規定する設立の登記をいう。）又は開業等届（所得

税法（昭和40年法律第33号）第 229号に規定する開業等届をいう。以下同じ。）

に係る開業の日以後、５年以上継続して事業を行っていること。 

(4) この要綱による補助金を充てる経費について、国、県、市その他の団体による

他の補助金等の交付を受けていないこと。 
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(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

(6) 市税の未納がないこと。 

(7) みなし大企業でないこと。 

(8) 役員が暴力団員（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係者（長野

市暴力団排除条例（平成26年長野市条例第40号）第６条第１項に規定する暴力団

関係者をいう。）でないこと。   

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 122号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に

規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。 

（補助対象経費及び補助率等）  

第４ 補助金の対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、ＤＸの推進に資する

ことが見込まれると市長が認める事業（以下「補助事業」という。）に係る経費の

うち、別表に掲げるものとする。この場合において、複数年度にわたる契約期間の

定めのあるシステム導入費にあっては、当該契約期間のうち契約日から２年分の経

費を上限とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税並びに振込

手数料は、補助対象経費から除くものとする。 

３ 補助率は、補助対象経費の２分の１以内の額（当該額に 1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額を上限とする。 

 (1) 交付申請日において常時使用する従業員数が20人以上の中小企業者又は直近２

期の売上の平均が３億円以上である中小企業者  500万円 

 (2) 交付申請日において常時使用する従業員数が11人以上20人未満の中小企業者又

は直近２期の売上の平均が１億 5,000万円以上３億円未満である中小企業者（前

号に該当する中小企業者を除く。）  400万円 

  (3) 交付申請日において常時使用する従業員数が10人未満の中小企業者又は直近２

期の売上の平均が１億 5,000万円未満である中小企業者（前２号のいずれかに該

当する中小企業者を除く。）  300万円 

（補助金の交付の条件） 

第５ 補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。 

(1) 補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日から５年間は、第

３第１号の要件を継続的して満たすこと。ただし、災害その他やむを得ない理由

がある場合は、この限りではない。 

(2) 補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日から５年間は、市

長が別に定める補助事業によるＤＸの推進に資する取組の広報及び調査に協力す

ること。 

（補助金の申請等） 

第６ 規則第３条に規定する申請書は、長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金交

付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）とする。 
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２ 規則第３条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。 

(1) ＤＸ推進計画 

(2) 法人にあっては登記簿謄本若しくは登記事項全部証明書又はその写し、個人に 

あっては開業等届の写し及び住民票の写し 

(3) 補助事業に係る経費の見積書、価格表その他の積算金額の根拠書類 

(4) 交付対象者の業種、主たる事業等の概要が分かる資料 

(5) 市税の納付状況の確認に係る同意書兼誓約書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する書類の提出期間は、市長が別に定める期間とする。 

４ 交付対象者が提出できる交付申請書は、一の交付対象者につき１件とする。 

５ 規則第４条第１項に規定する場合において、第３項に規定する市長が別に定める

期間内に予算を超える申請があったときは、市長が別に定める方法により、補助事

業者を選定するものとする。 

６ 前項の場合にあっては、第４第３項の規定にかかわらず、補助事業者１者当たり

の補助金の額又はその限度額について調整し、決定するものとする。 

（補助事業の内容の変更等） 

第７ 規則第８条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各 

号に定める書類を提出して行うものとする。 

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 長野市中小企業ＤＸモデル支援事業

補助金変更承認申請書（様式第２号） 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 長野市中小企業ＤＸモデル支

援事業補助金中止（廃止）承認申請書（様式第３号） 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、その旨を申請した者に通知するものとする。 

（補助事業の実績報告）  

第８ 規則第９条に規定する実績報告書は、長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助

金実績報告書（様式第４号）によるものとする。 

２ 規則第９条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 補助対象経費に係る領収書及び契約書その他の支出が確認できる書類 

  (2) その他市長が必要と認める書類 

３ 前２項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める日とする。  

（補助金の交付請求）  

第９ 規則第12条第２項に規定する請求書は、長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補

助金交付請求書（様式第５号）によるものとする。 

（財産の管理及び処分） 

第10 補助事業者は、当該補助事業により取得したシステム（以下「財産」とい 

う。）を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 補助事業者は、財産（その取得価格が１件当たり50万円以上のものに限る。）の

処分をするときは、あらかじめ長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金財産処分

承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。た
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だし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定め

る耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。 

３ 市長は、前項本文の承認をした場合において、当該承認を受けた補助事業者に当

該承認に係る財産の処分による収入があったと認めるときは、当該補助事業者に対

して、その収入の全部又は一部を市に納付させるものとする。 

（帳簿等の整備）  

第11 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類

を整備し、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する年

度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

（交付決定の取消し） 

第12 市長は、補助事業者が、規則第13条第１項各号に該当する場合のほか、第５各

号に規定する条件に違反した場合その他市長が別に定める行為をした場合は、当該

補助事業に係る補助金の交付決定を取り消すことがある。 

（補則） 

第13 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

（この要綱の失効）  

２ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 
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別表（第４関係） 

補助対象経費 内容 

１ システム導入費 ＤＸの推進に資するシステムの購入及び導入に要する経費 

２ 謝金 

 

 

ＤＸの推進に資する専門人材（市長が適当と認めるものに限 

る。）への謝金に要する経費（補助対象経費の10分の１を超

えない額とする。） 

 

 



6 

 

様式第１号（第６関係） 

 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日    

 

 

（宛先）長野市長      

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

 

   年度において、長野市中小企業ＤＸモデル支援事業を下記のとおり実施した

いので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

                            

 

 

 １ 申請額       金               円 

 

 

 ２ 添付書類 

 (1) ＤＸ推進計画 

  (2) 法人にあっては登記簿謄本若しくは登記事項全部証明書又はその写し、個人

にあっては開業等届の写し及び住民票の写し 

  (3) 補助事業に係る経費の見積書、価格表その他の積算金額の根拠書類 

  (4) 交付対象者の業種、主たる事業等の概要が分かる資料 

  (5) 市税の納付状況の確認に係る同意書兼誓約書 

 (6) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第７関係） 

（表） 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金変更承認申請書 

 

年  月  日    

 

（宛先）長野市長      

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

  

  

   年  月  日付け長野市指令    第   号で補助金の交付決定の

あった長野市中小企業ＤＸモデル支援事業の内容を変更したいので、下記のとおり

申請します。 

 

記 

 

変更事項 

変更前 

 

 

変更後 

 

変更理由 
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（裏） 

変更後経費明細表 

注１ (2) の額は、(3) の額の10分の１を超えない額としてください。 

注２ 経費区分ごとに、補助事業に要する経費及び補助対象経費を記入してくださ

い。 

注３ 補助事業に要する経費及び補助対象経費については、見積書、価格表等の根

拠書類に基づく金額を記入してください。 

 

経費区分 

Ａ Ｂ 

補助事業に係る経費 補助対象経費 

（税抜） （税抜） 

１ システム導入費 円 (1)                     円 

２ 謝金 円 (2)                     円 

合 計 円 (3)                 円 
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様式第３号（第７関係） 

 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金事業中止（廃止）承認申請書 

 

年  月  日   

 

（宛先）長野市長      

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

  

 

    年  月  日付け長野市指令    第  号で補助金の交付決定の 

あった長野市中小企業ＤＸモデル支援事業の内容を下記のとおり中止（廃止）したい

ので承認してください。      

 

記 

 

         

 １ 補助事業の中止（廃止）の理由 

 

 

 

 ２ 補助事業の遂行状況 

 

 

 

 ３ 補助事業を中止する期間又は補助事業の廃止予定年月日 

 

 

 

４ その他 
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様式第４号（第８関係） 

 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金実績報告書 

 

年  月  日   

 

（宛先）長野市長      

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

  

     年   月   日付け長野市指令    第   号で補助金の交付決

定のあった長野市中小企業ＤＸモデル支援事業を下記のとおり実施しました。 

 

記 

 

１ 交付決定後の事業の進捗及び結果 

 

 

２ 本事業による効果及び経営への影響 

  ※経営が変革したことを具体的な数値を用いて、記載してください 

 

 

３ ＤＸ推進に係る取組の全体における進捗状況 

  ※図示可能 

 

 

４ 補助事業の完了日       年   月   日 

 

 

５ 補助金交付請求額               円 

 

 

６ 添付書類 

(1)  補助対象経費に係る領収書及び契約書その他の支出が確認できる書類 

(2)  その他市長が必要と認める書類 
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様式第５号（第９関係） 

 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金交付請求書 

 

年  月  日  

（宛先）長野市長  

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

  

 

年  月  日付け長野市指令    第   号で確定のあった長野市

中小企業ＤＸモデル支援事業補助金を下記のとおり交付してください。 

 

記 

 

１ 確定額              円 

 

２ 請求額              円 

 

３ 送金先                     

ゆうちょ 

銀行以外

の金融機 

関 

口座名義人 

（カタカナで記入） 
 

銀行・金庫 

信組・農協 

支店  

支所 

出張所 

預金種別 口座番号（右詰めで記入） 

普通・当座        

ゆうちょ

銀行 

口座名義人 

（カタカナで記入） 
 

記号 番号（右詰めで記入） 
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様式第６号（第11関係） 

 

 

長野市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金財産処分承認申請書 

 

年  月  日  

 

（宛先）長野市長  

 

住 所  

                    氏 名  

                    連絡先（電話） 

                     法人にあっては、主たる事務所の 

                     所在地、名称及び代表者の氏名 

  

  

     年  月  日付け長野市指令    第  号で交付決定のあった長野

市中小企業ＤＸモデル支援事業補助金により取得した財産を処分することについ 

て、下記のとおり承認してください。 

 

記 

 

 １ 取得財産 

  （1）品名 

  （2）取得年月日         年  月  日 

  （3）取得価格                円 

 

 

 ２ 処分の方法 

 

 

３ 処分の理由  

 


